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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原長の３．０～６．０倍に延伸され、１２５～６００ミクロンの直径を有する熱可塑性
ポリマーモノフィラメントであって、最長直径で５０～４００ミクロンの粒度、２～５０
ミクロンの厚みを有し、少なくとも２対１の直径対厚み比を有する、アルミニウムフレー
ク及びセロファンフレークからなる群から選択される光沢剤粒子を、モノフィラメントの
重量を基準にして０．２～５．０重量％含有し、前記光沢剤粒子の最長直径が前記モノフ
ィラメントの直径の８０％以下であることを特徴とするモノフィラメント。
【請求項２】
　前記光沢剤粒子が最長直径で５０～１５０ミクロンの粒度を有することを特徴とする請
求項１に記載のモノフィラメント。
【請求項３】
　前記光沢剤粒子が８～２０ミクロンの厚みを有することを特徴とする請求項１に記載の
モノフィラメント。
【請求項４】
　前記熱可塑性ポリマーがポリアミドであることを特徴とする請求項１に記載のモノフィ
ラメント。
【請求項５】
　前記光沢剤粒子がアルミニウムフレークであることを特徴とする請求項１に記載のモノ
フィラメント。
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【請求項６】
　請求項１に記載のモノフィラメントから作製されることを特徴とするブラシ剛毛。
【請求項７】
　請求項６に記載のブラシ剛毛を備えることを特徴とするブラシ。
【請求項８】
　歯ブラシであることを特徴とする請求項７に記載のブラシ。
【請求項９】
　熱可塑性ポリマーのモノフィラメントのコアと、コアに強固に付着した熱可塑性ポリマ
ーのシースとから本質的になるシース／コア型フィラメントであって、前記シースが最長
直径で５０～４００ミクロンの粒度、２～５０ミクロンの厚みを有し、少なくとも２対１
の直径対厚み比を有する、アルミニウムフレーク及びセロファンフレークからなる群から
選択される光沢剤粒子または薄膜粒子をモノフィラメントの重量を基準にして０．２～５
．０重量％含有し、前記シース／コア型モノフィラメントが、原長の３～６倍に延伸され
、１２５～６００ミクロンの直径を有し、前記コアが５０～５５０ミクロンの直径を有す
ることを特徴とするシース／コア型フィラメント。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の背景）
本発明は、フレーク状添加剤を含有する熱可塑性ポリマーモノフィラメントに関するもの
であり、歯ブラシおよび化粧用ブラシなどのブラシに有用な、魅力的な輝きを有するモノ
フィラメントを提供する。
【０００２】
ポリアミドモノフィラメントは、化粧用ブラシや歯ブラシなどのブラシの剛毛として広く
使用されている。Ｍａｓｔｅｒｍａｎらの１９９８年３月３日発行の米国特許第５，７２
２，１０６号に示されるように、歯ブラシの剛毛として使用するモノフィラメントには研
磨材が混入されている。このような研磨材は、通常は、小さな粒子（０．１から１０ミク
ロン）であって、明瞭な粒子として目に見えず、モノフィラメントの１０～４０重量％と
いった比較的多い量で使用されている。しかし、これらの粒子は、モノフィラメントに魅
力的な輝きを与えず、このようなモノフィラメントは必要とされる以上の研磨力を示すこ
とが多い。
【０００３】
また、１９９７年３月２０日公開のＷＯ９７／０９９０６号に示されるように、歯ブラシ
の剛毛として使用するモノフィラメントに、比較的熱に安定なプラスチック材料の粒子を
混入して、緩やかな研磨力をもつ構造化された表面を有する剛毛が製造されている。これ
らのプラスチック材料粒子は、通常、フィラメント総重量の５～３０重量％の量でブレン
ドされ、かつフィラメント直径の１０～５０％に制限されている。これらの粒子は、しば
しば加工時にフィラメント切断の原因になる。
【０００４】
緩やかな研磨力を有し、比較的少量の研磨材を含有し、従来の製品に比較してより強く、
かつより耐磨耗性がある、歯ブラシおよびその他のブラシ用として魅力的な外観を有する
モノフィラメントが求められている。本発明のモノフィラメントは、このような利点を提
供するものである。
【０００５】
（発明の概要）
本発明は、原長（original length）の３．０～６．０倍に延伸した、１２５～６００ミ
クロンの直径を有し、モノフィラメントの重量を基準にして０．２～５．０重量％の光沢
剤粒子または薄膜粒子を含有する熱可塑性ポリマーモノフィラメントを提供するものであ
り、これらの粒子は、５０～４００ミクロンの最長直径、２～５０ミクロンの厚みを有し
、少なくとも２対１の直径対厚み比であり、かつ粒子の最長直径がモノフィラメントの直
径の８０％以下であって、魅力的な外観を有するモノフィラメントを提供する。また、コ
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アシース型モノフィラメント（core sheath monofilament）も本発明に含まれ、このコア
は、上記の粒子を含有する同一または異種の熱可塑性ポリマーからなるシースを備えた、
熱可塑性ポリマーモノフィラメントである。これらのモノフィラメントは、歯ブラシおよ
び化粧用ブラシとして特に有用である。
【０００６】
（発明の詳細な説明）
この熱可塑性ポリマーモノフィラメントは、原長の３．０～６．０倍に延伸され、１２５
～６００ミクロンの直径を有する。このモノフィラメントは、フレーク形状の光沢剤粒子
が全体に均一に分散しており、この粒子は５０～４００ミクロンの最長直径、２～５０ミ
クロンの厚み、少なくとも２対１の直径対厚み比を有する。フィラメント製造時のフィラ
メント切断を実質的に減少させるために、粒子の最大直径は、フィラメントの直径の８０
％以下である。これらの粒子は、魅力的な外観を有するモノフィラメントを提供し、しば
しばモノフィラメントの表面から突き抜けることがあり、あるいはモノフィラメントの直
径を局部的に増大させて、フィラメントに緩やかな研磨特性を付与する。最長直径が５０
ミクロン以下の粒子は、人間の目では明瞭な粒子として容易に識別することができない。
また、光沢剤粒子の対比色となる染料または顔料を、モノフィラメントに加えることがで
き、これによってモノフィラメントに魅力的な外観を与える。アルミニウムフレーク粒子
は、高い光反射率のために、フィラメント中で特によく見える。
【０００７】
本発明のもう１つの態様は、コアシース型モノフィラメントであり、このコアは延伸した
熱可塑性ポリマーであり、かつシースは、上記の研磨性粒子を含み、必要に応じて染料を
含むことができる、同一または異種の熱可塑性ポリマーであって、魅力的なモノフィラメ
ントを提供する。このコアシース型モノフィラメントは、全てのフレーク粒子をシースポ
リマーの表面または表面近傍に配置することによりこのフレーク粒子の視感度および研磨
性を高め、かつこのようなフィラメントの製造工程の延伸段階で、フィラメントのコアが
影響を受けないため、ストランド切断の発生を抑える。
【０００８】
本発明のモノフィラメントは、ブラシ、具体的には歯ブラシおよび化粧用ブラシの剛毛に
特に有用である。このモノフィラメントのその他の用途には、下記のようなもの、すなわ
ちペイントブラシ、研磨ブラシ、かつら用の合成毛髪、人形用毛髪などがある。
【０００９】
ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリスチレン、スチレンコポリマー、フル
オロポリマー、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、ポリ塩化ビニリデン、およびこれらの相
溶する組み合わせなどの幅広い熱可塑性ポリマーを用いて、このモノフィラメントを形成
することができる。
【００１０】
ブラシ製造に好ましいポリアミドには、ナイロン６、ナイロン１１、ナイロン６，６、ナ
イロン６，１０、ナイロン１０，１０およびナイロン６，１２がある。ＡＳＴＭ　Ｄ－２
８５７に従ってｍ－クレゾール中で測定して１．１５～１．２５の対数粘度数を有するナ
イロン６，１２（ポリヘキサメチレンドデカノアミド）が特に好ましい。
【００１１】
剛毛に特によく適していると判明したポリエステルには、ポリブチレンテレフタレートお
よびポリエチレンテレフタレートがあり、前者が特に好ましい。剛毛の製造に使用できる
多くのポリオレフィン中で、ポリプロピレンが好ましい。
【００１２】
モノフィラメントに用いる光沢剤粒子は、５０～４００ミクロン、好ましくは５０～１５
０ミクロンの最長直径、２～５０ミクロン、好ましくは８～２０ミクロンの厚み、および
少なくとも２／１、好ましくは５／１～１０／１の直径の厚みに対する比を有するフレー
クである。この粒子の直径対厚み比は重要であり、比率が上記範囲外であるか、または粒
子の直径がモノフィラメント直径の８０％以上である場合には、製造工程のフィラメント
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延伸時に、フィラメント切断が実質的に増加する。この粒子は、モノフィラメントの重量
を基準にして０．２～５．０重量％の量、好ましくは０．５～２．０重量％の量で存在す
る。この粒子がこのサイズの範囲以下であり、上記に示した量の範囲以下であれば、光沢
剤の効果は、感知できる程度には目立たないであろう。この粒子は、モノフィラメントに
光沢または輝きを与え、歯ブラシおよび化粧用ブラシでの使用に対して美観を改善し、か
つモノフィラメントに緩やかな研磨性を与え、これが歯ブラシなどのブラシの艶出し作用
を助けるような材料になる。
【００１３】
フレーク粒子は、アルミニウムおよびセロファンのフレークが好ましい。アルミニウムは
、優れた光反射特性を有し、フィラメント内でその視感度を改善する。アルミニウムは、
安価であり、フィルムおよびフレーク形状で広く入手でき、使用に対して安全である。歯
ブラシ用としては、食品との接触を許可されたアルミニウムフレークが好ましい。アルミ
ニウムおよびセロファンは、フィラメントを作製するために用いる加工ステップで溶融ま
たは破壊されることがない。これらのフレークは、アルミニウム箔またはセロファンシー
トを打ち抜いて作製することが好ましい。打ち抜きが粉砕で得られるよりも大幅に規則的
なサイズのフレークを作り出すので、シートまたは箔の打ち抜きは、箔またはシートを粉
砕（続いてふるい分けをするか、またはしない）するよりも優れている。微小なまたは大
きい粒子は、フィラメントに有害であるので、狭い粒度（ｎａｒｒｏｗ　ｐａｒｔｉｃｌ
ｅ　ｓｉｚｅ）のアルミニウムフレークまたはセロファンフレークが、よく適する。箔ま
たはシートの粉砕は大量のサイズ変動を引き起こす。
【００１４】
小さなフレーク（５０ミクロン以下）は、人間の目には明瞭な粒子として見えにくく、か
つフィラメントの色を変えるかまたは希釈する。最適なサイズよりも大きいフレークは、
延伸ステップでフィラメントストランドに付加的な欠陥を生み出す。フレークの最大直径
は、フィラメント直径の４０～７５％でなければならない。
【００１５】
１２．７ミクロン（０．５ミル）またはそれ以下の厚みのフィルムから製造したアルミニ
ウムフレークが好ましい。フレークを作製するために被覆アルミニウムを用いることが好
ましく、コーティングは打ち抜きの正確さおよびサイズ均一性を改善する。アルミニウム
上のコーティングは、アルミニウム表面の酸化を減少させる。アルミニウムに用いる代表
的なコーティングは、ポリウレタンまたはアクリル樹脂であり、通常、アルミニウムの２
～１０重量％の量である。このコーティングは、アルミニウムの銀色が見えるように透明
であってもよく、あるいは、例えば金色コーティングまたはその他の色にするために着色
されるかまたは淡色に彩色されるかしてもよい。
【００１６】
また、セロファンも光沢剤粒子として使用できる。セロファンは可塑性物質ではないので
、フィラメント作製で用いる紡糸工程時に融解しないであろう。着色セロファンも使用で
きる。着色剤を適切に選択することにより、食品との接触を許可された着色セロファンを
使用でき、歯ブラシ用として非常に好ましい。セロファンの色を選択することにより、フ
ィラメントの魅力および輝きを改善できる。セロファンは被覆されていても、あるいは未
被覆であってもよいが、未被覆のセロファンが好ましい。セロファンの光沢剤粒子を作製
するために、セロファンのフレークを打ち抜いて作製することができ、打ち抜きは最適な
粒度および均一性のために好ましく、または、セロファンを粉砕して特定フレークサイズ
および範囲に分級してもよい。延伸段階でのフィラメントストランド切断を最小にするた
めに、１２．７ミクロン（０．５ミル）またはそれより薄い厚みのセロファンを用いるこ
とが好ましい。最大の視感度、魅力、および研磨性の最良のバランスをとり、フィラメン
ト作製の延伸ステップでストランド切断を許容できる程度にするためには、セロファンフ
レークの最大直径は、フィラメント直径の４０～７５％であることが好ましい。
【００１７】
フィラメントの研磨特性を改善しまたは高めるために、０．５～４０ミクロンの粒度を有



(5) JP 4448253 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

する研磨粒子を、フィラメントの重量を基準にして０．１～１０重量％加える。用いる研
磨材の量は、フィラメントの輝きまたは魅力を無くさせてはならない。使用できる代表的
な研磨粒子には、チャイナクレー、炭化ケイ素、酸化アルミニウム、アルミナジルコニア
、二酸化ケイ素、ケイ酸ナトリウムアルミニウム、立方窒化ホウ素、ガーネット、軽石、
エメリー、雲母、石英、ダイアモンド、炭化ホウ素、融解アルミナ、焼結アルミナ、くる
み殻およびそれらの任意の混合物がある。
【００１８】
（フィラメントの作製方法）
フィラメントの製造では、Ｗ＆Ｐ（Ｗｅｒｎｅｒ　ａｎｄ　Ｐｆｌｅｉｄｅｒｅｒ）押出
機などの押出機を使用する。小粒状の熱可塑性ポリマーを、体積計量または重量計量して
フィーダから押出機に供給する。フィラメントは溶融紡糸することもできる。光沢剤フレ
ーク粒子および必要に応じて研磨粒子、さらに所望であれば着色剤を、別々のフィーダか
ら押出機に供給し、押出機中で１５０～２８５℃の温度で熱可塑性ポリマーとブレンドす
る。別法として、光沢剤粒子のフレーク、さらに必要ならば着色剤を、熱可塑性ポリマー
に予備配合し、または熱可塑性ポリマーとプレブレンドして、別々のフィーダを不要にす
ることができる。ポリマー、光沢剤フレーク粒子および必要に応じて研磨粒子をブレンド
した混合物を計量してダイプレートを備えたスピンパックに送り、種々の形状（固体の円
形状に限らない）および種々のサイズのフィラメントを製造する。フィラメント断面の形
状は、ダイプレートのホールの形状で決まり、円形、楕円形、長方形、三角形、任意の規
則的な多角形または不規則な非円形などのいかなる断面形状でもよく、中実、中空でもよ
く、または断面中に縦方向の多数の空隙を含んでもよい。押出機を用いた実験で、種々の
形状のホールを有するダイプレートを用いて、いかなる断面形状の組み合わせでも製造で
きる。ダイプレートのホールサイズを変更して１つまたは複数の直径を有するストランド
を同時に製造することもできる。
【００１９】
ダイプレートから出た後、フィラメントストランドの束を急冷水槽内で固化させ、続いて
一連の延伸ロールに移送してフィラメントストランドを延伸する。次に、フィラメントス
トランドをヒートセットオーブンに移送してフィラメントをヒートセットする。続いて、
このフィラメントストランドを通常はドラムまたはスプールであるワインダに巻き取る。
必要に応じて、フィラメントを表面処理して摩擦係数などの表面特性を高めるかまたは変
更することができる。
【００２０】
本発明のその他の態様は、コアシース型フィラメントであり、シースが光沢剤粒子を含み
、コアは光沢剤粒子を含まない熱可塑性ポリマーのみである。通常、フィラメントの直径
は１２５～６００ミクロンであり、コアは５０～５５０ミクロンの直径を有している。コ
アおよびシースに用いる熱可塑性ポリマーは、同一であるかまたは異なっていてもよいが
、コアとシースとの間で適切な接着が必要であるから、相溶性でなければならない。好ま
しい組み合わせには、ポリエステルコア（ポリブチレンテレフタレートなど）および熱可
塑性エラストマーシースと、ポリアミドコア（ナイロン６，１２など）および他のポリア
ミドシースとがある。
【００２１】
通常、共通のスピンパックを共有する２つの押出機を用いてコアシース型フィラメントを
製造する。コア材料をコア押出機に供給するが、コア材料は広範な種類の熱可塑性ポリマ
ーから選択される。着色剤をコア材料に添加してもよい。コア材料を押出機中で溶融し、
スピンプレートホールの中心に向けて注ぐ。光沢剤粒子を含むシース材料をシース押出機
に供給する。シース材料を溶融し、スピンプレートホールの外側に向けて注ぐ。
【００２２】
コアシース型フィラメントの利点は、光沢剤粒子を充填したポリマーを用いてモノフィラ
メントを製造する方法と比較して、この方法の延伸段階でフィラメント切断がないことで
ある。ポリマー中に粒子が存在することは、延伸時にフィラメント切断を増加させる。混



(6) JP 4448253 B2 2010.4.7

10

20

30

合時および押出し時に粒子がある領域に凝集した場合、フィラメントはこの部位が弱くな
り、切断し易くなる。コアシース型フィラメントでは、コア材料が延伸段階で必要な強度
を付与し、フィラメント切断を著しく減少させる。
【００２３】
具体的には、本発明のフィラメントは、特に歯ブラシおよび化粧用ブラシに用いられる。
フィラメントにアルミニウム粒子を使用する場合、フィラメントは光沢があり輝き、歯ブ
ラシに特別な魅力を与え、歯磨きに有益な緩やかな研磨を提供する。また、フィラメント
中にセロファン粒子を用いることにより魅力的なフィラメントが作製され、このフィラメ
ントは歯ブラシおよびその他のブラシに使用できる。
【００２４】
下記の実施例は本発明を説明するものである。特に言及しない限り、部およびパーセント
は全て重量を基準とするものである。
【００２５】
（実施例１）
フィラメント１～７は、先ず、アルミニウム箔の重量を基準にして６重量％のアクリルポ
リマーコーティングで塗装した０．５ミル（１２．７ミクロン）厚のアルミニウム箔を４
×４ミル（１０１．６×１０１．６ミクロン）サイズのフレーク粒子に打ち抜くことによ
り、アルミニウム光沢剤粒子を作製した。用いたポリマーは、ＡＳＴＭ　Ｄ－２８５７に
従いｍ－クレゾール中で測定した１．１５～１．２５の対数粘度数を有するＮｙｌｏｎ６
，１２（ポリヘキサメチレンドデカノアミド）である。表１に示したようにフィラメント
に着色剤を用いた。フィラメント７は、研磨材として０．５～１０．０ミクロンの粒度を
有する５重量％のケイ酸アルミニウムを用いた。
【００２６】
６．０、７．０、８．０、８．５ミルの直径で、異なる着色剤、異なるパーセントのアル
ミニウムフレーク粒子を含む７つの異なるフィラメントを作製した。約２３０～２５０℃
に加熱した６帯域を有する２８ｍｍのＷ＆Ｐ押出機を使用して、ポリアミド、アルミニウ
ムフレークの光沢剤粒子、着色剤および研磨材を別々に押出機に供給して混合した。得ら
れた混合物を、ダイプレートを備えたスピンパックに計量して送り、室温の急冷水槽中に
フィラメントを押出し、続いて一連の延伸ロール上に移送して３．５～４の延伸比でフィ
ラメントを延伸した。次に、フィラメントをヒートセットオーブンに通過させて、フィラ
メントをヒートセットしてスプールに巻き取った。
【００２７】
上記フィラメント１～７は、各々優れた外観である。フィラメントの輝きは、魅力的であ
り、歯ブラシの剛毛として用いた時に、歯ブラシに優れた外観を与えた。フィラメントは
下表に示すような特性を有し、それぞれが歯ブラシに成形された。ブラシの摩耗試験およ
びブラシ剛毛のタフト保持性を測定した。
【００２８】
【表１】
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【００２９】
摩耗試験はジョーダン（Ｊｏｒｄａｎ）摩耗試験であり、ジョーダン摩耗試験機は５個の
ブラシクランプが並んで配置され、そのクランプにブラシが接触面に垂直になるようにブ
ラシの長軸を取り付ける。接触面は、相互に並行して隣接するように固定した５個の直径
１ｃｍのステンレス鋼ロッドから構成される。ブラシの動きは、接触面から離れた位置か
ら始まって、５ｃｍの表面を横断（５個のロッドを横断）して移動し、他の側で終了する
。帰路のストロークは、接触面を横断してブラシを始動位置に戻すように移動させる。機
械は、１分間に約７９ストローク（前進および後退）作動する。接触面上方の歯ブラシ基
部の高さは、接触面から約２ｍｍであり、ブラシホルダーが面に当らないことを保証して
いる。
【００３０】
各ブラシの負荷を独立してセットできるよう、分銅受けを備えた浮動装置に各ブラシのク
ランプを取り付ける。水温調節補助装置を用いて水温を調節し、ポンプで摩耗試験機のノ
ズルに水を送り、各々のブラシ位置に直接水流を注いだ。操作中、接触面は水に浸される
。
【００３１】
試験条件は下記の通りである。フィラメントのサンプル当り５本のブラシを対照サンプル
と交互にホルダーに取り付け、各ブラシに５００ｇの負荷を加え、３５℃の水を用いて９
０分の擦り洗いサイクルを採用した。擦り洗いサイクル前と、再度、２３℃および５０％
相対湿度で一晩放置して回収した後の擦り洗いサイクル後にブラシの幅を測定した。
【００３２】
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摩耗％は下記の通り計算した。［ブラシの最終幅－初期の幅］を初期の幅で割り、１００
倍する。
【００３３】
商業的に許容されるためには、ブラシは、上記のように測定して８０％の最大摩耗パーセ
ントまでがよく、１．４ｋｇのタフト保持性でなければならない。上述のように試験した
各フィラメントは、８０％未満の摩耗および１．４ｋｇ以上のタフト保持性を有し、商業
的に許容できるブラシであると見なされた。
【００３４】
（実施例２）
０．５ミル（１２．７ミクロン）厚の緑色および赤色の未被覆セロファンシートを粉砕し
、８０～１７０メッシュ（８８～１９０ミクロン）の篩でふるい分けした。次に、押出機
を用いて、セロファンフレークと着色剤（二酸化チタン顔料）およびナイロン６，１２樹
脂とを予備配合し、小さいペレットに裁断した。フィラメントを作製するために上記のペ
レットを使用したこと以外は、実施例１と同様な手段を用いて実施例１のようにフィラメ
ントを作製し、実施例１と同様に試験した。フィラメントは、白色の背景を有し、着色し
たセロファンに対照して引き立ち、優れた外観を示した。大きいセロファンフレークが、
局所的に拡張したフィラメント断面を生む結果になり、緩やかな研磨性フィラメントを提
供する。このフィラメントから作製した歯ブラシは、優れた外観を有していた。このブラ
シについて実施例１のように摩耗およびタフト保持性の試験を行い、その結果を表２に示
す。このブラシは、許容できる摩耗パーセントおよびタフト保持性を有し、商業的に許容
できるブラシであると見なされた。
【００３５】
暗青色の着色剤と白色セロファンフレークを用いて、上記のようにフィラメントを作製し
た。歯ブラシを作製した場合、このフィラメントは魅力的な外観を持ったブラシを与えた
。
【００３６】
【表２】

【００３７】
（実施例３（比較例））
０．５ミル（１２．７ミクロン）のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを実
施例１と同一サイズのフレークに打ち抜いた。上述のように作製したＰＥＴフレークをア
ルミニウムフレークに置き換えた以外は、実施例１と同様の手段を用いてフィラメントを
作製した。押出し工程でフレークが溶融しまたは変形したので、各フィラメントは貧相な
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外観であり、各フィラメントの変色が認められた。
【００３８】
　　（実施例４（比較例））
　雲母フレーク（１２５ミクロンの平均粒度を有するＤｅｋｏｒｆｌａｋｅ　Ｓｉｌｖｅ
ｒ　１２５、粒度範囲が４０～３００ミクロン）のふるい分けしたサンプルを１重量％の
量で実施例１のアルミニウム光沢剤の代りに用い、２％の橙色の着色剤を使用した。実施
例１の方法を用い８ミル（２０３．２ミクロン）のフィラメントを押出した。大きいサイ
ズのフレークが延伸段階で過剰のストランド切断を起したので、フィラメントの加工は満
足するものではなかった。いくつかのフレーク粒子は、その直径がフィラメントより大き
く、切断問題を起した。製造して得られたフィラメントは、雲母粒子がフィラメントに灰
色の外観を与えるので、魅力的な外観ではなく、かつ光を十分に反射せず輝く外観を提供
しなかった。
　以下に、本発明の好ましい態様を示す。
［１］　（ａ）熱可塑性ポリマーと、（ｂ）最長直径で５０～４００ミクロンの粒度を有
する光沢剤粒子とを含有する組成物から作製されるモノフィラメントであって、前記光沢
剤粒子の最長直径が前記モノフィラメントの直径の８０％以下であることを特徴とするモ
ノフィラメント。
［２］　前記光沢剤粒子が最長直径で５０～１５０ミクロンの粒度を有することを特徴と
する［１］に記載のモノフィラメント。
［３］　前記光沢剤粒子の最長直径が前記モノフィラメントの直径の４０～７５％である
ことを特徴とする［１］に記載のモノフィラメント。
［４］　前記光沢剤粒子が２～５０ミクロンの厚みを有することを特徴とする［１］に記
載のモノフィラメント。
［５］　前記光沢剤粒子が８～２０ミクロンの厚みを有することを特徴とする［１］に記
載のモノフィラメント。
［６］　前記光沢剤粒子が少なくとも２対１の直径対厚み比を有することを特徴とする［
４］に記載のモノフィラメント。
［７］　前記光沢剤粒子が５／１から１０／１の直径対厚み比を有することを特徴とする
［４］に記載のモノフィラメント。
［８］　前記モノフィラメントが該モノフィラメントの重量を基準にして０．２～５．０
重量％の量で光沢剤粒子を含有することを特徴とする［１］に記載のモノフィラメント。
［９］　１２５～６００ミクロンの直径を有することを特徴とする［１］に記載のモノフ
ィラメント。
［１０］　前記熱可塑性ポリマーがポリアミドであることを特徴とする［１］に記載のモ
ノフィラメント。
［１１］　前記光沢剤粒子がアルミニウムフレークであることを特徴とする［１］に記載
のモノフィラメント。
［１２］　前記光沢剤粒子がセロファンフレークであることを特徴とする［１］に記載の
モノフィラメント。
［１３］　前記フレークが被覆されていることを特徴とする［１１］または［１２］に記
載のモノフィラメント。
［１４］　前記フレークは０．５ミル以下の厚みを有するフィルムから打ち抜かれたもの
であることを特徴とする［１１］または［１２］に記載のモノフィラメント。
［１５］　前記組成物がさらに前記光沢剤粒子と対比色の染料または顔料を含有すること
を特徴とする［１］に記載のモノフィラメント。
［１６］　前記組成物がさらに０．５～４０ミクロンの粒度を有する研磨材を含有するこ
とを特徴とする［１］に記載のモノフィラメント。
［１７］　［１］に記載のモノフィラメントから作製されることを特徴とするブラシ剛毛
。
［１８］　［１７］に記載の剛毛を備えることを特徴とするブラシ。
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［１９］　歯ブラシであることを特徴とする［１８］に記載のブラシ。
［２０］　（ａ）熱可塑性ポリマーと、（ｂ）最長直径で５０～４００ミクロンの粒度、
２～５０ミクロンの厚み、および少なくとも２対１の直径対厚み比を有する光沢剤粒子と
を含有する組成物から作製されることを特徴とするモノフィラメント。
［２１］　シース／コア型フィラメントであって、前記シースが（ａ）熱可塑性ポリマー
と、（ｂ）最長直径で５０～４００ミクロンの粒度を有し、最長直径がフィラメントの直
径の８０％以下である光沢剤粒子とを含有する組成物から作製されることを特徴とするシ
ース／コア型フィラメント。
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